
　
市
内
在
住
の
方
で
、
乳
幼
児
、
児

童
、
ひ
と
り
親
、
障
が
い
児
な
ど
の

各
要
件
に
当
て
は
ま
る
方
は
、
申
請

す
る
こ
と
に
よ
り
、
手
当
や
医
療
費

の
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
す
（
所
得
の

制
限
で
、
該
当
し
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
）
。

※
現
在
受
給
し
て
い
る
方
は
、
市
か

　
ら
送
付
す
る
現
況
届
（
年
度
更
新

　
手
続
き
）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度

　●

対
象
…
就
学
前
の
乳
幼
児
を
養
育

　
し
て
い
て
、
各
種
健
康
保
険
に
加

　
入
し
て
い
る
方

　●

内
容
…
医
療
機
関
で
支
払
う
対
象

　
児
童
の
医
療
費
（
保
険
診
療
の
自

　
己
負
担
分
）
を
助
成

▽
義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制

　
度

　●

対
象
…
小
学
校
１
年
生
か
ら
中
学

　
校
３
年
生
の
児
童
を
養
育
し
て
い

　
て
、
各
種
健
康
保
険
に
加
入
し
て

　
い
る
方

　●

内
容

＊
入
院
、
調
剤
、
訪
問
看
護
の
保
険

　
診
療
に
係
る
医
療
費
の
自
己
負
担

　
分
な
し

＊
通
院
（
柔
道
整
復
な
ど
の
施
術
を

　
含
む
）
に
係
る
医
療
費
（
通
院
１

　
回
あ
た
り
）
の
自
己
負
担
分
は
、

　
２
０
０
円
が
上
限

▽
児
童
手
当

　●

対
象
…
中
学
校
３
年
生
修
了
前

　
（
15
歳
到
達
後
の
最
初
の
３
月
31

　
日
）
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い

　
る
方

　●

手
当
額

＊
０
歳
〜
３
歳
未
満
（
一
律
）
…
月

　
額
１
万
５
千
円

＊
３
歳
〜
小
学
校
修
了
前
（
第
１

　
子
・
第
２
子
）
…
月
額
１
万
円

＊
３
歳
〜
小
学
校
修
了
前
（
第
３
子

　
以
降
）
…
月
額
１
万
５
千
円

＊
中
学
生
（
一
律
）
…
月
額
１
万
円

＊
所
得
制
限
を
超
え
る
場
合
（
一

　
律
）
…
月
額
５
千
円

※
養
育
す
る
子
ど
も
（
18
歳
に
達
す

　
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

　
で
の
間
に
あ
る
子
ど
も
）
の
う

　
ち
、
年
長
者
か
ら
第
１
子
、
第
２

　
子
…
と
数
え
ま
す
。

　●

支
給
月
…
６
月
、
10
月
、
２
月
（
前

　
月
分
ま
で
を
ま
と
め
て
支
給
）

▽
申
請
に
必
要
な
も
の
　
は
ん
こ
、

　
健
康
保
険
証
（
申
請
者
と
対
象
児

　
童
）
、
申
請
者
名
義
の
振
込
み
先

　
口
座

※
要
件
に
よ
り
他
に
書
類
が
必
要

▽
児
童
育
成
手
当
（
育
成
手
当
）

　●

対
象
…
平
成
８
年
４
月
２
日
以
降

　
の
生
ま
れ
（
平
成
26
年
度
の
場

　
合
）
で
、
次
の
状
態
に
あ
る
児
童

　
を
扶
養
し
て
い
る
方
（
児
童
福
祉

　
施
設
に
入
所
し
て
い
る
場
合
を
除

　
く
）

＊
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

＊
父
か
母
が
死
亡
し
た
児
童

＊
父
か
母
に
重
度
の
障
が
い
の
あ
る

　
児
童

＊
父
か
母
が
生
死
不
明
の
児
童

＊
父
か
母
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て

　
い
る
児
童

＊
父
か
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ
保
護

　
命
令
を
受
け
た
児
童

＊
父
か
母
が
法
令
に
よ
り
１
年
以
上

　
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

＊
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た
児

　
童

　●

手
当
額
…
児
童
１
人
に
つ
き
月
額

　
１
万
３
５
０
０
円

　●

支
給
月
…
６
月
、
10
月
、
２
月
（
前

　
月
分
ま
で
を
ま
と
め
て
支
給
）

▽
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制

　
度

　●

対
象
…
児
童
育
成
手
当
（
育
成
手

　
当
）
の
対
象
者
と
同
じ
（
障
が
い

　
の
あ
る
児
童
の
場
合
は
20
歳
未

　
満
）

※
対
象
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
に
入

　
所
し
て
い
る
場
合
を
除
く

　●

内
容
…
医
療
機
関
で
支
払
う
申
請

　
者
と
対
象
児
童
の
医
療
費
（
保
険

　
診
療
の
自
己
負
担
分
）
を
助
成

　
（
所
得
に
よ
っ
て
は
一
部
負
担
金

　
あ
り
）

▽
児
童
扶
養
手
当

　●

対
象
…
平
成
８
年
４
月
２
日
以
降

　
の
生
ま
れ
（
平
成
26
年
度
の
場

　
合
）
か
、
障
が
い
の
あ
る
20
歳
未

　
満
で
、
次
の
状
態
に
あ
る
児
童

　
（
児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い

　
る
場
合
を
除
く
）
を
扶
養
し
て
い

　
る
父
、
母
か
養
育
者
（
老
齢
福
祉

　
年
金
以
外
の
年
金
を
受
給
で
き
る

　
場
合
、
児
童
が
父
か
母
に
支
給
さ

　
れ
る
年
金
の
加
算
対
象
に
な
っ
て

　
い
る
場
合
を
除
く
）

＊
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

＊
父
か
母
が
死
亡
し
た
児
童

＊
父
か
母
に
重
度
の
障
が
い
の
あ
る

　
児
童

＊
父
か
母
が
生
死
不
明
の
児
童

＊
父
か
母
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て

　
い
る
児
童

＊
父
か
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ
保
護

　
命
令
を
受
け
た
児
童

＊
父
か
母
が
法
令
に
よ
り
１
年
以
上

　
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

＊
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た
児

　
童

　●

手
当
額

＊
全
部
支
給
…
月
額
４
万
１
０
２
０

　
円

＊
一
部
支
給
…
月
額
４
万
１
０
１
０

　
円
〜
９
６
８
０
円

＊
２
人
目
…
月
額
５
千
円
加
算

＊
３
人
目
以
降
…
月
額
３
千
円
加
算

※
所
得
に
よ
り
、
支
給
停
止
に
な
る

　
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　●

支
給
月
…
４
月
、
８
月
、
12
月
（
前

　
月
分
ま
で
を
ま
と
め
て
支
給
）

▽
申
請
に
必
要
な
も
の
　
は
ん
こ
、

　
申
請
者
名
義
の
振
込
み
先
口
座
、

　
健
康
保
険
証
、
戸
籍
謄
本
（
申
請

　
者
と
対
象
児
童
）

※
要
件
に
よ
り
他
に
書
類
が
必
要

▽
児
童
育
成
手
当
（
障
害
手
当
）

　●

対
象
…
20
歳
未
満
で
心
身
に
障
が

　
い
が
あ
り
、
そ
の
程
度
が
次
の
い

　
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童
を
養
育

　
し
て
い
る
方
（
児
童
福
祉
施
設
に

　
入
所
し
て
い
る
場
合
を
除
く
）

＊
「
愛
の
手
帳
」
１
、
２
、
３
度
程

　
度
の
児
童

＊
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
１
、
２
級

　
程
度
の
児
童

＊
脳
性
マ
ヒ
か
進
行
性
筋
萎
縮
症
の

　
児
童
な
ど

　●

手
当
額
…
児
童
１
人
に
つ
き
月
額

　
１
万
５
５
０
０
円

　●

支
給
月
…
６
月
、
10
月
、
２
月
（
前

　
月
分
ま
で
を
ま
と
め
て
支
給
）

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当

　●

対
象
…
20
歳
未
満
で
心
身
に
障
が

　
い
が
あ
り
、
そ
の
程
度
が
次
の
い

　
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童
を
養
育

　
し
て
い
る
方
（
児
童
福
祉
施
設
に

　
入
所
し
て
い
る
場
合
、
児
童
の
障

　
が
い
を
理
由
と
す
る
年
金
を
受
給

　
し
て
い
る
場
合
を
除
く
）

＊
「
愛
の
手
帳
」
１
、
２
度
と
３
度

　
の
一
部
の
児
童

＊
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
１
、
２
、

　
３
級
程
度
の
児
童

＊
以
上
と
同
程
度
の
疾
病
が
あ
る
か

　
身
体
か
精
神
の
障
が
い
の
あ
る
方

　●

手
当
額

＊
手
当
等
級
１
級
…
月
額
４
万
９
９

　
０
０
円

＊
手
当
等
級
２
級
…
月
額
３
万
３
２

　
３
０
円

　●

支
給
月
…
４
月
、
８
月
、
11
月
（
前

　
月
分
ま
で
を
ま
と
め
て
支
給
）

▽
申
請
に
必
要
な
も
の
　
は
ん
こ
、

　
申
請
者
名
義
の
振
込
み
先
口
座
、

　
戸
籍
謄
本
（
申
請
者
と
対
象
児

　
童
）
、
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写

　
し
、
障
が
い
を
証
明
す
る
書
類

※
要
件
に
よ
り
他
に
書
類
が
必
要

▽
申
請
・
問
合
せ
　
子
育
て
支
援
課

　
子
育
て
支
援
係
、
五
日
市
出
張
所

　
市
民
総
合
窓
口
係
（
申
請
の
み
）

　
市
で
は
、
５
月
１
日
か
ら
10
月
31

日
ま
で
、
夏
期
の
節
電
対
策
に
取
り

組
み
ま
す
。
市
庁
舎
や
各
公
共
施
設

で
は
、
照
明
の
節
減
、
28
℃
の
適
温

冷
房
の
設
定
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
利

用
自
粛
、
ク
ー
ル
ビ
ズ
の
実
施
な
ど

を
行
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご

理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
皆
さ
ん
も
ご
家
庭
な
ど
で
無

理
の
な
い
範
囲
の
節
電
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
総
務
課
庶
務
係

▽
職
種
　
保
育
士

▽
勤
務
場
所

①
神
明
保
育
園

②
屋
城
保
育
園

▽
勤
務
日

①
月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で
（
週
４

　
日
以
内
）

②
月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で
（
週
６

　
日
以
内
）

▽
勤
務
時
間

①
平
日
の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
６

　
時
（
実
働
７
時
間
30
分
）
、
土
曜

　
日
の
午
前
７
時
30
分
〜
午
後
６
時

　
（
実
働
４
時
間
以
内
）

②
平
日
の
午
前
７
時
30
分
〜
９
時
45

　
分
と
午
後
４
時
30
分
〜
７
時
（
実

　
働
３
時
間
30
分
）
、
土
曜
日
の
午

　
前
７
時
30
分
〜
10
時
（
実
働
２
時

　
間
）

▽
勤
務
内
容

①
保
育
園
で
の
乳
幼
児
の
保
育

②
保
育
園
で
の
早
朝
・
夕
方
の
乳
幼

　
児
の
保
育

▽
賃
金
　
時
給
９
５
０
円
（
土
曜
日

　
は
１
１
８
８
円
）

▽
募
集
人
員
　
各
１
人

▽
採
用
月
日
　
６
月
１
日
予
定

▽
応
募
方
法
　
５
月
13
日

（火）
ま
で
に
、

　
履
歴
書
（
上
半
身
正
面
脱
帽
写
真

　
貼
付
）
と
保
育
士
証
の
写
し
を
持

　
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
応
募
・
問
合
せ
　
児
童
課
保
育
係

　
（
直
通
５
５
８
・
１
９
８
２
）

　
市
で
は
、
身
体
障
が
い
、
知
的
障

が
い
の
あ
る
方
や
そ
の
家
族
の
方
の

身
近
な
相
談
に
応
じ
る
相
談
員
を
委

託
し
ま
し
た
。
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

▽
身
体
障
害
者
相
談
員
（
敬
称
略
・

　
五
十
音
順
）

　●

小
峰
久
（
五
日
市
97
、
☎
５
９
６

　
・
２
１
７
７
）

　●

中
村
英
晴
（
下
代
継
３
７
２
―

　
２
、
☎
５
５
０
・
４
４
５
２
）

▽
知
的
障
害
者
相
談
員
（
敬
称
略
・

　
五
十
音
順
）

　●

小
西
フ
ミ
子
（
二
宮
１
０
９
７
―

　
47
、
☎
５
５
９
・
６
３
３
３
）

　●

田
野
倉
祐
子
（
舘
谷
17
―
４
、
☎

　
５
９
６
・
２
７
９
１
）

▽
問
合
せ
　
障
が
い
者
支
援
課
障
が

　
い
者
相
談
係

　
子
ど
も
や
家
庭
、
子
ど
も
の
健
や

か
な
成
長
に
つ
い
て
国
民
全
体
で
考

え
る
こ
と
を
目
的
に
、
毎
年
５
月
５

日
の
「
こ
ど
も
の
日
」
か
ら
１
週
間

を
「
児
童
福
祉
週
間
」
と
定
め
て
、

児
童
福
祉
の
理
念
の
普
及
・
啓
発
を

行
っ
て
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
も

こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
、
子
ど
も
の
健

や
か
な
成
長
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

　
市
役
所
外
部
施
設
自
動
販
売
機
設

置
に
つ
い
て
、
平
成
26
年
６
月
か
ら

２
年
間
の
契
約
業
者
を
募
集
し
ま
す
。

飲
料
な
ど
の
自
動
販
売
機
と
飲
料
容

器
等
の
回
収
容
器
な
ど
の
設
置
と
運

営
が
で
き
る
事
業
者
（
借
受
人
）
を

公
募
入
札
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

▽
募
集
施
設
　
旧
秋
川
図
書
館
（
あ

　
き
る
野
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

　
ー
）
１
階
南
側

▽
販
売
品
目
　
清
涼
飲
料
水
（
缶
・

　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
）
　
 

▽
対
象

　●

個
人
…
市
内
に
居
住
し
事
業
を
営

　
ん
で
い
る
方

　●

法
人
…
都
内
に
本
店
、
支
店
か
営

　
業
所
を
有
す
る
法
人

▽
応
募
方
法
　
募
集
要
項
を
熟
読
の

　
上
、
５
月
１
日

（木）
か
ら
15
日

（木）
ま

　
で
に
、
応
募
に
必
要
な
書
類
を
持

　
参
し
て
く
だ
さ
い
（
土
曜
・
日
曜

　
日
、
祝
日
を
除
く
）
。

※
受
付
時
間
…
午
前
９
時
〜
午
後
５

　
時
（
正
午
か
ら
午
後
１
時
ま
で
を

　
除
く
）

※
募
集
要
項
と
申
込
書
類
は
、
市
ホ

　
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
契
約
管
財
課
窓
口

　
で
入
手
で
き
ま
す
。

▽
応
募
・
問
合
せ
　
契
約
管
財
課
契

　
約
管
財
係

手当や医療費助成の
手続きはお済みですか

夏
期
の
節
電
対
策
に

　
　
　
　
　
取
り
組
み
ま
す

障
害
者
相
談
員
を

　
　
　
　
委
託
し
ま
し
た

市
役
所
外
部
施
設
の
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